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　毎日
の
生
活
で
出
て
く
る
ご

み
。皆
さ
ん
は
普
段
、ご
み
の
分
別

や
ご
み
出
し
を
ど
の
よ
う
に
し
て

い
ま
す
か
？

　
佐
伯
で
エ
コ
な
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
エ
コ
博
士
と
一
緒
に
、家

庭
ご
み
を
回
収
し
て
い
る
ご
み
収

集
作
業
員
に
密
着
し
ま
す
。

　
作
業
員
の
立
場
か
ら
見
た
ご
み

収
集
の
苦
労
と
、ご
み
の
出
し
方

や
分
別
で
気
を
付
け
て
ほ
し
い
こ

と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
す
。

ひ
ろ
し

布団やカーペットは、
燃えるごみ or 燃えないごみ？

Q3

墨で文字を書いた
習字の紙は、

燃えるごみ or 資源物？

Q1

金属製のカバンは、
燃えるごみ or 燃えないごみ？

Q4

シャンプーや
洗剤の容器は、

燃えるごみ or 資源物？

Q2

あなたは何問正解できますか？

ごみはどのように運ばれる？

理想的な
ごみの

出し方は？分別は

どうしてる？

正解は
P４へGo！

　
私
た
ち
が
出
し
た
ご
み
を
回
収
し
て
く
れ
る
、

ご
み
収
集
作
業
員
。こ
こ
で
は「
さ
く
ら
運
輸
」の

安
藤 

誠
さ
ん（
受
託
清
掃
事
業
部 

班
長
）の
1
日

を
の
ぞ
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

あ
ん
ど
う 

ま
こ
と

車両を拭いたりワックスがけをしたり、
明日のために整備をします。

6:30 … 出社　

7:10 … 朝礼・ラジオ体操
その日に回るエリアの確認をして、
天候などの注意点を呼び掛けます。

基本は2人1組。各チームが担当する現場の収集
ルートへ向けて出発します。20か所ほど集積所
を回ると収集車に積んでいるごみがいっぱいに
なるので、一度、ごみ処理施設「エコセンター番
匠」へ戻ります。それを3回ほど繰り返します。

高圧洗浄機でタンクの中までピカピカにします。
その後昼食。

7:00 … 車両点検

12:00 … 「エコセンター番匠」で洗車

13:00 … 明日の準備

15:00 … 退社　

ご
み
収
集
作
業
員
の

1
日
を
潜
入
ル
ポ
！

アルコールチェック、検温

ごみ収集作業員さんの朝は早い！

7:30 … 出発

ご み が 重 い 場 合
は、ごみ袋の取っ手
部分まで結ぶと持
ちやすくなるよ！

「 エコセンター 番
匠」では、走行距離
や回収したごみの
重さもチェック。

エコセンター番匠

ひろし

現
場
の
収
集
作
業
員
に
学
ぶ
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　毎日ごみを集める立場からは、私たちのごみの分別方法や出し
方はどのように映っているのでしょうか？普段から気を付けてほ
しいことを、収集作業員から教えてもらいました。

エコ 仙 人 が 、ごみ 収 集 作 業 員 に
聞 いてみ ました

　水切りをきちんとしていない生ごみを直接ごみ袋に入れると、上
からごみを積んだ時に袋が破れ、臭いのある液体が飛び散ると掃
除も大変です。
　また、水切りをしていない生ごみは重く、燃やす際によりエネル
ギーを必要とするため環境に良くありません。また、ごみを燃やす
際にかかる費用が大きくなるほど、家計にも直結してきます。重い
ごみでいえば、これからの季節は草むしりをする機会も増えます
が、草の土を落とすだけでもごみが軽くなりますよ。

　新聞、雑誌、段ボール、衣類（※めん
100％）はすべて資源物ですが、まと
めて捨てられると仕分け作業が大変
です。ちなみに、墨で字を書いた習字
の紙は燃えるごみに分類されるので
注意してくださいね。

　飲食用のビン・カンは資源物
の日に出しますが、シャンプーや
洗剤の容器など飲食用以外の
容器は燃えるごみのため、資源
物の日には出せません。

実は燃えないごみでした
LINE登録していない人も利用で
きる「ごみ出し早見表」もごみの
分別に迷った時に便利です。佐伯
市のHPから検索できます。

　燃えないごみの日は、袋の中にいろんな種類のごみが入っているので、一度すべてを確認
します。なぜなら、リチウムバッテリーが入っていた場合発火する可能性があり、火災につな
がる恐れがあるからです。中には燃えないごみを包んだ袋に入っているものを書いてくれる
人がいて、そんな時は作業がとても楽になります。また、スプレー缶についても、穴が空いて
いるか一つひとつ確認をしますが、一目で分かる大きな穴を空けてくれている時は、危険な
物を扱う気苦労も減るので、精神的にも肉体的にも大変助かっていますね。

　「ごみ分別チャットボット」は捨て方を知りたいごみの名前を入力すると、自動で回答してくれる便利なLINE
機能です。利用するには、LINEアプリを取得後「佐伯市公式LINE」を友だち登録し、受信設定を行ってください。
※友だち登録後、受信設定を行わないと情報を取得できません。受信設定の方法は佐伯市のHPで確認ください。

ごみ出しに迷ったら…市公式LINEの「ごみ分別チャットボット」を活用しましょう。

　ごみの分別や出し方は、「このくらいで良いだろう」
「どうせ誰のごみか分からないから」という気持ちに
なってしまうこともあるでしょう。しかし、ごみがきち
んと分別されていると、収集作業員の作業もスムー
ズに進み、環境にも優しく、最終的には自分たちの暮

らしや地域がより良くなります。日々丁寧なごみの扱
いを心掛けましょう。
　指定日以外や前日からのごみ出しをしない、朝８時
30分までに出すなど、基本的なルールもきちんと
守ってくださいね。

清掃課 庶務係（エコセンター番匠）☎22-3984問い合わせ

　布団やカーペット、マットレスなどは、燃えるごみで出しがちです
が、実は燃えないごみに分類されます。サイズが大きいので細かくし
ないと、ごみを処理する時に機械に詰まってしまうからです。集積所
へは、指定のごみ袋と一緒にひもで結んで出してください。

水切りをしていない
生ごみに悩まされています

一目で分かる、
ひと手間かけられたごみに救われます

シャンプーや洗剤
などの容器は、資源物
ではありません

資源物の分別に
苦労します

ごみ 収 集 で  大 変  なことは？1

ごみ 収 集で  うれしく  なる瞬 間 は？3

勘 違 い  しや す い ごみ の 分 別 は？2

燃えない
ごみ

ビニール袋
に入れても

OK

中身が
分かりやすいと

助かります

生ごみは水切りし、ビニール袋に入れてください。

 生ごみを処理できるミニキエーロの無料モニターを募集
しています。詳しくは清掃課へ問い合わせください。

少しの手間を惜し
まないことが大切

1
紙は「新聞」「段ボール」「その他
の紙」に分けて出してください。

2

割れ物や刃物などは、ごみ袋に入れる前
にビニール袋などに包んで、何が入って
いるか書いてもらえるとうれしいです。

4 5

飲食用以外の容 器は、
資源物の日に出さない
でください。

3

同じものでも、材質や形状で分別が違うもの

※分別が分からないものや迷うものは、佐伯市の「ごみ出し早見表」や
「ごみ分別チャットボット」（左ページ参照）をご利用ください。

スニーカー、革靴など…燃える
革製……………………燃える

スキー靴…燃えない
金属製……燃えない

靴
カバン

リチウムバッテリーや充電式電池は収
集できないので、回収協力店への持込
みをお願いします。

「ごみ出し早見表」
も活用ください。

❶LINEのメ
ニ ュ ー か ら

「ごみ」を押す

❸ 分 別 を 知
りたい品目を
入力する

❹ 出 てき た
該 当 する 項
目を押す

❺ すると 知
りた い 品 目
の、ごみの分
類 が 表 示さ
れる

※リストに一 致
しな いもの は 、
回答できない場
合があります。

❷ 画 面 に 出
てきた「家 庭
ご み の 分 け
方・出し方」を
押す

A1A1

A2A2 A3A3

A4A4

佐伯市公式LINE

3

4

5

2

3

1

1
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　高齢者の暮らしの安全確保や子育て世帯の住環
境の向上のため､持ち家(マンション含む)の改修工
事などに対し､補助します。申請者多数の場合は審
査の上、対象者を決定します。補助対象の要件な
ど、詳しくは問い合わせください。

補助金額
　工事費の５分の１(上限30万円)
申請期限　６月30日(金)
※申請が上限に達しなかった場合は､９月29日(金)
　まで延長します。
① 高齢者バリアフリー型
要件
　世帯全員の前年の所得総額が350万円未満で、
高齢者がいる世帯
補助対象工事
　高齢者用の寝室などの増築や内装改修、バリア
フリー改修工事など(30万円以上の工事)

② 子育て支援型
要件
　世帯全員の前年の所得総額が600万円未満で、
18歳未満の子どもがいる世帯
補助対象工事
　子ども部屋の増築、間取りの変更、内装改修工事
など(30万円以上の工事)
※母屋以外の附属棟工事のみは対象外
※他の支援事業などと重複する部分は対象外

■問  ① 高齢者福祉課 地域包括ケア係(本庁舎１階11番窓口） ☎23-6800
　 ② こども福祉課 こども福祉係　(本庁舎２階48番窓口） ☎22-3972

■申 ■問 地域振興課 地域振興・公共交通係（本庁舎２階42番窓口） ☎22-4105■申 
高齢者､子育て世帯のリフォーム支援事業補助 結婚新生活を応援します！ 佐伯市結婚新生活支援事業補助

　特殊詐欺の被害を防ぐ機能が付いた電話機器の
購入・設置費用の一部を補助します。予算に限りが
ありますので、購入予定の人は事前に問い合わせく
ださい。

対象者
　市内在住で次のすべてを満たすこと
 ・令和５年４月１日以降に対象の電話機器を購入・
　設置した、65歳以上の人または65歳以上の人
　と同一世帯の人
 ・世帯全員が市税を完納している
補助対象機器
　着信時に相手方に警告音声を発し、通話内容を
自動で録音する電話機本体､または電話機に取付
け可能な外付け機器

補助金額
　購入・設置費用の３分の２（上限１万円）
※100円未満の端数切捨て
申請に必要な物
　申請書､品名または型名が記載された領収書と
電話機の機能が確認できる書類の写し、振込先の
通帳､世帯全員の住民票の写し､世帯全員の市税完
納証明書（住民票の写しと市税完納証明書は申請
書裏面に同意があれば省略可）
申請期限
　令和６年１月31日（水）

■問  市民課 市民の窓係（本庁舎２階44番窓口）☎22-3399■申 

特殊詐欺被害防止機能付き電話機の購入･設置費用の
一部を補助

補助

　結婚して新生活を始める新婚世帯に対して､婚姻
に伴う住宅の取得､賃借費 用､引っ越し費 用､リ
フォーム費用の一部を補助します。

対象世帯
① 令和５年３月１日から令和６年３月31日までの間
　 に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯
② 婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下
③ 夫婦の令和４年の所得の合計額が500万円未
　 満　など
対象経費
　令和５年4月１日から令和６年３月31日までに支
払った以下の費用　
① 婚姻に伴う住宅取得費用
② 婚姻に伴う住宅賃借費用（賃料、敷金、礼金、共
　 益費または仲介手数料）
③ 婚姻に伴う引っ越し費用（引っ越し業務者また
　 は運送業者に支払った費用）

④ リフォーム費用（住宅機能の維持または向上を
　 図るために行う住宅の修繕、改築などに要する
　 費用）

補助金額
　補助対象経費の額（上限30万円）
応募方法
　所定の申請書に必要書類を添えて提出してくだ
さい。様式は地域振興課または各振興局にて配布
するほか、市のホームページからダウンロードでき
ます。

申請期限
　令和６年３月29日(金)
　（予算がなくなり次第、受付終了となります。）

詳しくは
こちらから →

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活
支援特別給付金（ひとり親世帯分）

【次の①または②のいずれかに該当する人】

① 公的年金などを受給していることにより､令和５年
　 ３月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
② 物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、
　 収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水
　 準となっている人
※既に支給を受けた人（５月末に支給済）、ひとり
　親世帯以外の特別給付金を受給した人は除き
　ます。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活
支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）

【３月31日時点で18歳未満の児童（障がい児の場
合は､20歳未満）を養育する父母などのうち、次の
①または②のいずれかに該当する人】

① 令和５年度住民税均等割が非課税の人
② 令和５年１月１日以降の収入が物価高騰の影響
　 で急変し、住民税非課税相当の収入となった人
※令和６年２月末までに生まれた新生児も対象に
　なります。
※既に支給を受けた人（５月末に支給済）、ひとり
　親世帯分の特別給付金を支給した人は除きます｡

■問 こども福祉課 こども福祉係（給付）（本庁舎2階48番窓口） ☎22-3180■申 
低所得の子育て世帯へ、生活支援特別給付金支給事業給付

　食費などの物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯の実情を
踏まえた生活の支援を行うために、給付金支給事業を実施します。

申請期限　いずれも  令和６年２月29日(木)

・・

・・
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　高齢者の暮らしの安全確保や子育て世帯の住環
境の向上のため､持ち家(マンション含む)の改修工
事などに対し､補助します。申請者多数の場合は審
査の上、対象者を決定します。補助対象の要件な
ど、詳しくは問い合わせください。

補助金額
　工事費の５分の１(上限30万円)
申請期限　６月30日(金)
※申請が上限に達しなかった場合は､９月29日(金)
　まで延長します。
① 高齢者バリアフリー型
要件
　世帯全員の前年の所得総額が350万円未満で、
高齢者がいる世帯
補助対象工事
　高齢者用の寝室などの増築や内装改修、バリア
フリー改修工事など(30万円以上の工事)

② 子育て支援型
要件
　世帯全員の前年の所得総額が600万円未満で、
18歳未満の子どもがいる世帯
補助対象工事
　子ども部屋の増築、間取りの変更、内装改修工事
など(30万円以上の工事)
※母屋以外の附属棟工事のみは対象外
※他の支援事業などと重複する部分は対象外

■問  ① 高齢者福祉課 地域包括ケア係(本庁舎１階11番窓口） ☎23-6800
　 ② こども福祉課 こども福祉係　(本庁舎２階48番窓口） ☎22-3972

■申 ■問 地域振興課 地域振興・公共交通係（本庁舎２階42番窓口） ☎22-4105■申 
高齢者､子育て世帯のリフォーム支援事業補助 結婚新生活を応援します！ 佐伯市結婚新生活支援事業補助

　特殊詐欺の被害を防ぐ機能が付いた電話機器の
購入・設置費用の一部を補助します。予算に限りが
ありますので、購入予定の人は事前に問い合わせく
ださい。

対象者
　市内在住で次のすべてを満たすこと
 ・令和５年４月１日以降に対象の電話機器を購入・
　設置した、65歳以上の人または65歳以上の人
　と同一世帯の人
 ・世帯全員が市税を完納している
補助対象機器
　着信時に相手方に警告音声を発し、通話内容を
自動で録音する電話機本体､または電話機に取付
け可能な外付け機器

補助金額
　購入・設置費用の３分の２（上限１万円）
※100円未満の端数切捨て
申請に必要な物
　申請書､品名または型名が記載された領収書と
電話機の機能が確認できる書類の写し、振込先の
通帳､世帯全員の住民票の写し､世帯全員の市税完
納証明書（住民票の写しと市税完納証明書は申請
書裏面に同意があれば省略可）
申請期限
　令和６年１月31日（水）

■問  市民課 市民の窓係（本庁舎２階44番窓口）☎22-3399■申 

特殊詐欺被害防止機能付き電話機の購入･設置費用の
一部を補助

補助

　結婚して新生活を始める新婚世帯に対して､婚姻
に伴う住宅の取得､賃借費 用､引っ越し費 用､リ
フォーム費用の一部を補助します。

対象世帯
① 令和５年３月１日から令和６年３月31日までの間
　 に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯
② 婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下
③ 夫婦の令和４年の所得の合計額が500万円未
　 満　など
対象経費
　令和５年4月１日から令和６年３月31日までに支
払った以下の費用　
① 婚姻に伴う住宅取得費用
② 婚姻に伴う住宅賃借費用（賃料、敷金、礼金、共
　 益費または仲介手数料）
③ 婚姻に伴う引っ越し費用（引っ越し業務者また
　 は運送業者に支払った費用）

④ リフォーム費用（住宅機能の維持または向上を
　 図るために行う住宅の修繕、改築などに要する
　 費用）

補助金額
　補助対象経費の額（上限30万円）
応募方法
　所定の申請書に必要書類を添えて提出してくだ
さい。様式は地域振興課または各振興局にて配布
するほか、市のホームページからダウンロードでき
ます。

申請期限
　令和６年３月29日(金)
　（予算がなくなり次第、受付終了となります。）

詳しくは
こちらから →

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活
支援特別給付金（ひとり親世帯分）

【次の①または②のいずれかに該当する人】

① 公的年金などを受給していることにより､令和５年
　 ３月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
② 物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、
　 収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水
　 準となっている人
※既に支給を受けた人（５月末に支給済）、ひとり
　親世帯以外の特別給付金を受給した人は除き
　ます。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活
支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）

【３月31日時点で18歳未満の児童（障がい児の場
合は､20歳未満）を養育する父母などのうち、次の
①または②のいずれかに該当する人】

① 令和５年度住民税均等割が非課税の人
② 令和５年１月１日以降の収入が物価高騰の影響
　 で急変し、住民税非課税相当の収入となった人
※令和６年２月末までに生まれた新生児も対象に
　なります。
※既に支給を受けた人（５月末に支給済）、ひとり
　親世帯分の特別給付金を支給した人は除きます｡

■問 こども福祉課 こども福祉係（給付）（本庁舎2階48番窓口） ☎22-3180■申 
低所得の子育て世帯へ、生活支援特別給付金支給事業給付

　食費などの物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯の実情を
踏まえた生活の支援を行うために、給付金支給事業を実施します。

申請期限　いずれも  令和６年２月29日(木)

・・

・・







市からのお知らせやイベントなどをチェック！

Saiki Topics

佐伯市HP

　食は「いのちの源」です。心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるよう、健全な
食生活を実践することができる能力を身につけるためには、「食育」が重要です。この機会に、家庭、学校、地
域、職場など社会全体で、食の大切さについて改めて考えてみませんか。

　郷土の自然や歴史についての講義や見学を通し
て、地域の伝統や文化について考えてみませんか。

　佐伯市の農林水産物そのほかの特産品のブランド化や流通促進などにつながる新たな事業に対して、補
助金を交付します。補助する事業は、審査会（プレゼンテーション）で決定します。

第４次佐伯市食育推進計画 
「さいきオーガニックシティの実現をめざして ～食のまちづくりレシピ～」を策定しました。
実践的な取組の例や「わたしの誓い」を記入するページもありますので、ご活用ください。
ブランド推進課窓口などで配布するほか、市HPに掲載しています。
おおいた食育人材バンクや、さいき食育サポーター制度をご利用ください。
食育の先生を、保育所、学校、団体などに派遣します。
講師派遣費用は県や市で負担します。また、市内で食育の指
導や支援をしてくれる人を募集しています。
映画「弁当の日」の上映を実施する学校・団体などに対して、
市が映像使用料を負担します。
さいき城山桜ホールキッチンコートなどで食育ワークショッ
プを通年開催しています。

◆申込・問い合わせ…ブランド推進課 ブランド推進係（本庁舎2階37番窓口）／☎22-4673

６月は食育月間です

　佐伯市在住の漫画家である福田素子先生によるマンガ講座を行います。全５回の講
座により16ページ程度のストーリーのネーム（下書き）の完成までを目指します。プロの
先生から個別に描き方を教えてもらい、マンガを作成しませんか？

～未来の漫画家発掘プロジェクト～
漫画家  福田素子によるマンガ講座

佐伯市さいきブランド流通促進等事業

1

2

3

4

◆補助対象者
市内に事務所または事業所を有する個人または
法人そのほかの団体であって、特産品の生産、製
造または加工を行うもの

（市税を完納していること）
◆対象事業

①農林水産物や加工品を使用した新商品の開
発に関する事業

②特産品の流通促進または販路拡大に関する
事業

（例）新商品開発、試食会開催・展示会や商談会の
出展など

③特産品の生産向上に関する事業
（例）生産性向上のための機材購入

※すべて令和６年２月末日までに完了する事業と
　します。

◆補助金額
①②補助対象経費の２分の１以内
　（上限20万円）
③補助対象経費の５分の３以内
　（上限60万円）
※いずれも1,000円未満の端数がある場合は、そ

の端数を切り捨てた額
◆提出書類など

事業計画書・収支予算書、暴力団関係者でない
誓約書、市税完納証明書、事業収支予算の根拠
となる資料（見積書など）を、６月16日（金）12時
までに提出してください。
募集要項及び事業計画書の様式は、ブランド推
進課にあるほか、市HPからもダウンロードでき
ます。

［ 募集人員 ］ 40人
［ 申込受付 ］ 電話・ホームページ・はがき・
  資料館窓口など

［ 申込期限 ］ 6月30日(金)
［ 参 加 料 ］ 400円（全４回分）

［ 開催時間 ］ 10時～12時

令和５年度
佐伯市歴史資料館 歴史教室

　豊かな環境を次の世代へ引継ぎ、自然と共生し
たまちづくりを行うため、標語と顕彰候補者の推
薦を募集します。　【応募期限】９月15日(金)

『さいきオーガニックシティの実現に向けて』
●ゼロカーボンシティ（2050年までに二酸

化炭素排出実質ゼロ）実現に向けた取組
を呼びかける標語

●花を通じたまちの緑化や環境保全の取組
を呼びかける標語 

［ 応募条件 ］ 市内在住の人や市内に通勤・通学
  する人（１人２作品まで）

［ 応募方法 ］ 任意の用紙に①郵便番号、②住所、
③氏名、④年齢、⑤電話番号、⑥標語を記入し、郵
送、メール、ＦＡＸまたは直接窓口に提出してください。

［ 表 彰 ］ 最優秀賞  １点、優秀賞  数点

［ 顕彰の対象 ］
長年にわたりごみ拾いなどの清掃活動、環境
保全に関する研究や普及に取り組むなど、地
域の環境美化に貢献した人、または団体

［ 推薦方法 ］ 所定の功績調書を作成し、郵送
  または直接窓口に提出してください。

［ 表 彰 ］ 数人（数団体）

令和５年度
『環境美化大賞』を募集します！

とき・ところ

７月８日（土）
旧三余館
2階大会議室

【講義】
佐伯城跡の国史跡指定について
社会教育課文化財係  福田　聡 学芸員

９月９日（土）
歴史と文学の
みち周辺

【現地見学】
佐伯城下町について
歴史資料館　甲斐 玄洋 学芸員

旧三余館
2階大会議室

【講義】
木浦鉱山のあれこれ
前佐伯市地域おこし協力隊　河野 文美 氏

旧三余館
2階大会議室

【講義】
佐伯市の有形民俗文化財について
佐伯史談会員　清家 隆仁 氏

内容（テーマ）・講師

令和６年１月13日（土）

令和６年３月９日（土）

◆申込・問い合わせ…
　歴史資料館／☎22-0700
　メール　saiki-rekishi@city.saiki.lg.jp

◆申込・問い合わせ…文化芸術交流課 文化芸術振興係（本庁舎2階40番窓口）／☎22-4529
　　　　　　　　　 二次元コードからも申込ができます。

◆応募・問い合わせ…
　環境対策課 環境企画係（本庁舎３階57番窓口）
　☎22-3995・FAX 22-3477
　メール　kankyo.kikaku@city.saiki.lg.jp
　または各振興局

回 日 程 　内　　容
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

７月 ２日（日）
７月 ９日（日）
７月23日（日）
８月 ６日（日）
８月19日（土）

プロット～あらすじを作る
あらすじをネームにするためのページ配分
あらすじをネームにする①
あらすじをネームにする②
あらすじをネームにする③（完成）

［ ところ ] 旧三余館2階大会議室　※各回14時から16時まで
［ 参加資格 ］ 小学校5年生から高校生まで
［ 定　　員 ］ 15人（※先着順）
［ 参 加 料 ］ 無料
［ 申込期間 ］ 6月5日（月）8時30分から
  6月23日（金）17時まで
※電話申込は土・日を除く8時30分から17時まで
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市からのお知らせやイベントなどをチェック！

Saiki Topics

佐伯市HP

　食は「いのちの源」です。心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるよう、健全な
食生活を実践することができる能力を身につけるためには、「食育」が重要です。この機会に、家庭、学校、地
域、職場など社会全体で、食の大切さについて改めて考えてみませんか。

　郷土の自然や歴史についての講義や見学を通し
て、地域の伝統や文化について考えてみませんか。

　佐伯市の農林水産物そのほかの特産品のブランド化や流通促進などにつながる新たな事業に対して、補
助金を交付します。補助する事業は、審査会（プレゼンテーション）で決定します。

第４次佐伯市食育推進計画 
「さいきオーガニックシティの実現をめざして ～食のまちづくりレシピ～」を策定しました。
実践的な取組の例や「わたしの誓い」を記入するページもありますので、ご活用ください。
ブランド推進課窓口などで配布するほか、市HPに掲載しています。
おおいた食育人材バンクや、さいき食育サポーター制度をご利用ください。
食育の先生を、保育所、学校、団体などに派遣します。
講師派遣費用は県や市で負担します。また、市内で食育の指
導や支援をしてくれる人を募集しています。
映画「弁当の日」の上映を実施する学校・団体などに対して、
市が映像使用料を負担します。
さいき城山桜ホールキッチンコートなどで食育ワークショッ
プを通年開催しています。

◆申込・問い合わせ…ブランド推進課 ブランド推進係（本庁舎2階37番窓口）／☎22-4673

６月は食育月間です

　佐伯市在住の漫画家である福田素子先生によるマンガ講座を行います。全５回の講
座により16ページ程度のストーリーのネーム（下書き）の完成までを目指します。プロの
先生から個別に描き方を教えてもらい、マンガを作成しませんか？

～未来の漫画家発掘プロジェクト～
漫画家  福田素子によるマンガ講座

佐伯市さいきブランド流通促進等事業

1

2

3

4

◆補助対象者
市内に事務所または事業所を有する個人または
法人そのほかの団体であって、特産品の生産、製
造または加工を行うもの

（市税を完納していること）
◆対象事業

①農林水産物や加工品を使用した新商品の開
発に関する事業

②特産品の流通促進または販路拡大に関する
事業

（例）新商品開発、試食会開催・展示会や商談会の
出展など

③特産品の生産向上に関する事業
（例）生産性向上のための機材購入

※すべて令和６年２月末日までに完了する事業と
　します。

◆補助金額
①②補助対象経費の２分の１以内
　（上限20万円）
③補助対象経費の５分の３以内
　（上限60万円）
※いずれも1,000円未満の端数がある場合は、そ

の端数を切り捨てた額
◆提出書類など

事業計画書・収支予算書、暴力団関係者でない
誓約書、市税完納証明書、事業収支予算の根拠
となる資料（見積書など）を、６月16日（金）12時
までに提出してください。
募集要項及び事業計画書の様式は、ブランド推
進課にあるほか、市HPからもダウンロードでき
ます。

［ 募集人員 ］ 40人
［ 申込受付 ］ 電話・ホームページ・はがき・
  資料館窓口など

［ 申込期限 ］ 6月30日(金)
［ 参 加 料 ］ 400円（全４回分）

［ 開催時間 ］ 10時～12時

令和５年度
佐伯市歴史資料館 歴史教室

　豊かな環境を次の世代へ引継ぎ、自然と共生し
たまちづくりを行うため、標語と顕彰候補者の推
薦を募集します。　【応募期限】９月15日(金)

『さいきオーガニックシティの実現に向けて』
●ゼロカーボンシティ（2050年までに二酸

化炭素排出実質ゼロ）実現に向けた取組
を呼びかける標語

●花を通じたまちの緑化や環境保全の取組
を呼びかける標語 

［ 応募条件 ］ 市内在住の人や市内に通勤・通学
  する人（１人２作品まで）

［ 応募方法 ］ 任意の用紙に①郵便番号、②住所、
③氏名、④年齢、⑤電話番号、⑥標語を記入し、郵
送、メール、ＦＡＸまたは直接窓口に提出してください。

［ 表 彰 ］ 最優秀賞  １点、優秀賞  数点

［ 顕彰の対象 ］
長年にわたりごみ拾いなどの清掃活動、環境
保全に関する研究や普及に取り組むなど、地
域の環境美化に貢献した人、または団体

［ 推薦方法 ］ 所定の功績調書を作成し、郵送
  または直接窓口に提出してください。

［ 表 彰 ］ 数人（数団体）

令和５年度
『環境美化大賞』を募集します！

とき・ところ

７月８日（土）
旧三余館
2階大会議室

【講義】
佐伯城跡の国史跡指定について
社会教育課文化財係  福田　聡 学芸員

９月９日（土）
歴史と文学の
みち周辺

【現地見学】
佐伯城下町について
歴史資料館　甲斐 玄洋 学芸員

旧三余館
2階大会議室

【講義】
木浦鉱山のあれこれ
前佐伯市地域おこし協力隊　河野 文美 氏

旧三余館
2階大会議室

【講義】
佐伯市の有形民俗文化財について
佐伯史談会員　清家 隆仁 氏

内容（テーマ）・講師

令和６年１月13日（土）

令和６年３月９日（土）

◆申込・問い合わせ…
　歴史資料館／☎22-0700
　メール　saiki-rekishi@city.saiki.lg.jp

◆申込・問い合わせ…文化芸術交流課 文化芸術振興係（本庁舎2階40番窓口）／☎22-4529
　　　　　　　　　 二次元コードからも申込ができます。

◆応募・問い合わせ…
　環境対策課 環境企画係（本庁舎３階57番窓口）
　☎22-3995・FAX 22-3477
　メール　kankyo.kikaku@city.saiki.lg.jp
　または各振興局

回 日 程 　内　　容
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

７月 ２日（日）
７月 ９日（日）
７月23日（日）
８月 ６日（日）
８月19日（土）

プロット～あらすじを作る
あらすじをネームにするためのページ配分
あらすじをネームにする①
あらすじをネームにする②
あらすじをネームにする③（完成）

［ ところ ] 旧三余館2階大会議室　※各回14時から16時まで
［ 参加資格 ］ 小学校5年生から高校生まで
［ 定　　員 ］ 15人（※先着順）
［ 参 加 料 ］ 無料
［ 申込期間 ］ 6月5日（月）8時30分から
  6月23日（金）17時まで
※電話申込は土・日を除く8時30分から17時まで
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納
付
書
再
発
行

　税
務
課 

収

納
係（
本
庁
舎
１
階
16
番
窓

口
☎
２
２
‐
３
１
８
２
）

問
税
務
課 

債
権
管
理
係（
本
庁

舎
１
階
15
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
４
５
０
４

国
民
年
金
の
加
入
方
法

　日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
す
べ
て
の
人
は
、
国
民

年
金
に
加
入
す
る
義
務
が
あ
り

ま
す
。
加
入
者
は
、
職
業
な
ど

に
よ
っ
て
次
の
３
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
加
入
手
続
が
異
な
り
ま
す
。 

　会
社
を
退
職
し
た
と
き
は
、

第
２
号
被
保
険
者
か
ら
第
１
号

被
保
険
者
へ
の
変
更
の
手
続
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者

　20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
農
業
者
、
自
営

業
者
、学
生
、フ
リ
ー
タ
ー
、無

職
の
人
な
ど
で
す
。
加
入
の

手
続
は
、
ご
自
身
が
保
険
年

金
課
窓
口
に
て
行
い
ま
す
。 

第
２
号
被
保
険
者

　会
社
員
や

公
務
員
な
ど
の
厚
生
年
金
の

加
入
者
で
す
。加
入
手
続
は
、

勤
務
先
が
行
い
ま
す
。

第
３
号
被
保
険
者

　第
２
号
被

６
月
１
日
～
７
日
は

「
水
道
週
間
」

　水
は
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か

せ
な
い
大
切
な
資
源
で
す
。
皆

さ
ん
に
安
定
し
て
水
を
お
届
け

で
き
る
よ
う
、
市
は
地
震
に
強

い
水
道
管
へ
と
計
画
的
に
更
新

し
て
い
ま
す
。
工
事
な
ど
で
ご

迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　こ
の
水
道
週
間
を
機
に
、
改

め
て
水
の
大
切
さ
を
理
解
し
、

節
水
な
ど
で
水
の
有
効
利
用
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
水
道
課（
本
庁
舎
３
階
51
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
４
６
２
０

毎
月
の
水
道
料
金
の

　

支
払
い
は
納
期
限
ま
で

に
お
願
い
し
ま
す

　毎
月
請
求
さ
せ
て
い
た
だ
く

水
道
料
金
は
、
納
入
通
知
書
に

よ
る
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
の
お
支
払

い
、
納
入
通
知
書
の
バ
ー
コ
ー

ド
読
み
取
り
に
よ
る
ス
マ
ホ

決
済（
ペ
イ
ペ
イ
・
ラ
イ
ン
ペ

イ
・
ペ
イ
ビ
ー（
請
求
書
払
い

な
ど
））で
の
お
支
払
い
、
ま
た

各
種
お
知
ら
せ

夜
間
納
税
窓
口

と

　き

　６
月
30
日
㈮
17
時
～

19
時

と
こ
ろ

　市
役
所
本
庁
舎
１
階

16
番
窓
口

　

※
18
時
以
降
は
時
間
外
通
用
口

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ

（
ペ
イ
ペ
イ
・
ラ
イ
ン
ペ
イ
・

ペ
イ
ビ
ー
・
ゆ
う
ち
ょ
ペ
イ
）

か
ら
も
納
税
で
き
ま
す
。

※
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
は
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
納
税
で
き
ま
す
。

問
税
務
課
収
納
係（
本
庁
舎
１

階
16
番
窓
口
）

　
☎
２
２
‐
３
１
８
２

保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
て
、

年
収
１
３
０
万
円
未
満
の
20

歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者

で
す
。
加
入
手
続
は
第
２
号

被
保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由

し
て
行
い
ま
す
。

問
佐
伯
年
金
事
務
所

　☎
２
２
‐
１
９
７
０
※
音
声

案
内
に
従
い
②
を
選
択

　保
険
年
金
課 

国
民
年
金
係

（
本
庁
舎
１
階
８
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
３
１
８
７

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
予
告

　次
の
計
画（
案
）の
策
定
作
業

を
進
め
て
い
ま
す
。
準
備
が
整

い
次
第
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
実
施
し
ま
す
。

と

　き

　6
月
頃

●
佐
伯
市
文
化
財
保
存
活
用
地

域
計
画

　問
社
会
教
育
課

　
　☎

２
２
‐
４
２
３
４

と

　き

　９
月
頃

●
第
２
次
佐
伯
市
一
般
廃
棄
物

（
ご
み
）処
理
基
本
計
画

　問
清
掃
課

　
　☎

２
２
‐
３
９
８
４

　

と

　き

　10
月
頃

●
第
２
次
佐
伯
市
都
市
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン

は
口
座
振
替
の
ご
利
用
に
よ
り

納
期
限
ま
で
に
納
入
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
営
業
課（
本
庁
舎
３
階
52
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
３
１
１
９

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）伝
達
試
験

　防
災
ス
ピ
ー
カ
ー
と
防
災
・

行
政
ラ
ジ
オ
を
使
い
、
放
送
試

験
を
行
い
ま
す
。

　実
際
に
避
難
場
所
へ
避
難
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と

　き

　６
月
７
日
㈬
11
時
頃

問
防
災
危
機
管
理
課 

防
災
推

進
係（
本
庁
舎
５
階
81
番
窓
口
）

　
☎
２
２
‐
４
５
７
８

大
地
震
に
備
え
た

　
　

放
送
訓
練
を
行
い
ま
す

　防
災
ス
ピ
ー
カ
ー
と
防
災
・

行
政
ラ
ジ
オ
を
使
用
し
、
緊
急

地
震
速
報
に
よ
る
放
送
訓
練
を

行
い
ま
す
。

と

　き

　６
月
15
日
㈭
10
時
頃

訓
練
内
容

　机
の
下
に
隠
れ
る

な
ど
、
身
を
守
る
行
動
を
と

り
ま
し
ょ
う
。
実
際
に
避
難

場
所
に
避
難
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

●
佐
伯
市
立
地
適
正
化
計
画

　問
都
市
計
画
課

　
　☎

２
２
‐
３
１
１
４

と

　き

　12
月
頃

●
第
３
期
佐
伯
市
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
総
合
戦
略

　問
政
策
企
画
課

　
　☎

２
２
‐
４
１
０
４

●
佐
伯
市
高
齢
者
福
祉
計
画
第

９
期
介
護
保
険
事
業
計
画

　問
高
齢
者
福
祉
課

　
　☎

２
２
‐
３
１
１
７

と

　き

　令
和
６
年
１
月
頃

●
第
４
次
佐
伯
市
障
が
い
者
計
画

●
第
７
期
佐
伯
市
障
が
い
福
祉

計
画

●
第
３
期
佐
伯
市
障
が
い
児
福

祉
計
画

　問
障
が
い
福
祉
課

　
　☎

２
２
‐
４
５
１
４

●
第
４
期
佐
伯
市
地
域
福
祉
計
画

　問
福
祉
保
健
企
画
課

　
　☎

２
２
‐
４
６
８
４

●
第
５
次
佐
伯
市
男
女
共
同
参

画
計
画

　問
福
祉
保
健
企
画
課

　
　☎

２
２
‐
３
０
８
５

さ
い
き
プ
レ
券
の
使
用

期
限
に
ご
注
意
を
！

　使
用
期
限
を
過
ぎ
た
商
品
券

問
防
災
危
機
管
理
課 

防
災
推

進
係（
本
庁
舎
５
階
81
番
窓
口
）

　
☎
２
２
‐
４
５
７
８

命
を
守
る
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
設
置
・
点
検

し
て
い
ま
す
か
？

　住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
火

災
を
早
期
に
発
見
す
る
こ
と
が

で
き
、
住
宅
火
災
か
ら
大
切
な

命
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　平
成
23
年
６
月
１
日
か
ら
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
、
６
月
１
日
で

12
年
を
迎
え
ま
す
。

　住
宅
用
火
災
警
報
器
の
交
換

目
安
は
10
年
で
す
。
電
子
部
品

の
寿
命
や
電
池
切
れ
な
ど
で
、

火
災
を
検
知
し
な
く
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
機
器
本
体

を
取
り
換
え
ま
し
ょ
う
。

問
消
防
本
部

　☎
２
２
‐
３
３
０
１

令
和
５
年
度
か
ら
口
座
振
替

不
能
通
知
を
廃
止
し
ま
す

　令
和
５
年
度
課
税
分
か
ら
、

市
税（
市
民
税
・
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
・
軽
自
動
車
税
・

国
民
健
康
保
険
税
）の
口
座
振

は
無
効
と
な
り
ま
す
。
ど
の
よ

う
な
事
情
が
あ
っ
て
も
、
現
金

へ
の
換
金
・
返
金
な
ど
に
は
一

切
対
応
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　プ
レ
券
１
冊
の
内
容
は
Ａ
券

16
枚
、
Ｂ
券
10
枚
と
な
っ
て
お

り
、
使
用
で
き
る
店
舗
が
異
な

り
ま
す
。

　対
応
す
る
店
舗
は
、市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
配
布
し
て
い
る

「
商
品
券
登
録
取
扱

店
舗
一
覧
」チ
ラ
シ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

使
用
期
限

　７
月
17
日
㈪

問
さ
い
き
プ
レ
券
発
行
委
員
会

佐
伯
商
工
会
議
所

　☎
２
２
‐
１
５
５
０

　佐
伯
市
番
匠
商
工
会

　☎
４
６
‐
０
４
０
２

　佐
伯
市
あ
ま
べ
商
工
会

　☎
３
３
‐
０
２
１
７

Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
エ
イ
ズ
夜
間
検
査

　Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
エ
イ
ズ
の
血
液
検

査
を
夜
間
に
実
施
し
ま
す
。
梅

毒
・
Ｂ
型
肝
炎
・
Ｃ
型
肝
炎
の

検
査
も
可
能
で
す
。

と

　き

　６
月
６
日
㈫
17
時
～

19
時

　※
受
付
は
18
時
30
分
ま
で

替
が
残
高
不
足
な
ど
で
不
能
で

あ
っ
た
場
合
に
発
送
し
て
い
た

『
口
座
振
替
不
能
通
知
書
』を
廃

止
し
ま
す
。

　口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
る

人
は
、
振
替
日
の
前
日
ま
で
に

預
貯
金
通
帳
の
残
高
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　口
座
振
替
が
不
能
と
な
っ
た

場
合
は
、
納
期
限
経
過
か
ら
約

20
日
後
に
納
付
書
兼
用
の
督
促

状
を
送
付
し
ま
す
。

　な
お
、
督
促
状
送
付
の
数
日

前
ま
で
に
税
務
課
に
ご
連
絡
を

い
た
だ
け
れ
ば
納
付
書
を
送
付

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ

　南
部
保
健
所

料

　金

　無
料

※
完
全
予
約
制
、
匿
名
可
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳
守
し
ま
す
。

ご
案
内

　南
部
保
健
所
で
は
、

毎
月
２
回（
第
１
・
３
火
曜

の
9
時
～
11
時
30
分
）完
全

予
約
制
で
検
査
を
実
施
。

問
南
部
保
健
所
地
域
保
健
課

　☎
２
２
‐
０
５
６
２

指
定
ご
み
袋
に
広
告
を

載
せ
て
み
ま
せ
ん
か

募
集
期
間

　６
月
８
日
㈭
～
26

日
㈪

募
集
枠
数

　

　①
燃
え
る
ご
み
用
袋

　４
枠

　②
燃
え
な
い
ご
み
用
・
分
別

　
　用

袋

　２
枠

　（
申
込
多
数
の
場
合
は
金
額

が
高
い
順
番
に
決
定
）

最
低
掲
載
料

　１
枠
当
た
り

　①
20
万
円
～

　②
５
万
円
～

活
用
方
法

　集
積
所
の
整
備
補

助
金
な
ど
で
有
効
活
用
し
ま

す
。

※
そ
の
ほ
か
、
詳
し
い
内
容
に

つ
い
て
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
清
掃
課 

庶
務
係

　☎
２
２
‐
３
９
８
４

����������
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納
付
書
再
発
行

　税
務
課 

収

納
係（
本
庁
舎
１
階
16
番
窓

口
☎
２
２
‐
３
１
８
２
）

問
税
務
課 

債
権
管
理
係（
本
庁

舎
１
階
15
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
４
５
０
４

国
民
年
金
の
加
入
方
法

　日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
す
べ
て
の
人
は
、
国
民

年
金
に
加
入
す
る
義
務
が
あ
り

ま
す
。
加
入
者
は
、
職
業
な
ど

に
よ
っ
て
次
の
３
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
加
入
手
続
が
異
な
り
ま
す
。 

　会
社
を
退
職
し
た
と
き
は
、

第
２
号
被
保
険
者
か
ら
第
１
号

被
保
険
者
へ
の
変
更
の
手
続
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者

　20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
農
業
者
、
自
営

業
者
、学
生
、フ
リ
ー
タ
ー
、無

職
の
人
な
ど
で
す
。
加
入
の

手
続
は
、
ご
自
身
が
保
険
年

金
課
窓
口
に
て
行
い
ま
す
。 

第
２
号
被
保
険
者

　会
社
員
や

公
務
員
な
ど
の
厚
生
年
金
の

加
入
者
で
す
。加
入
手
続
は
、

勤
務
先
が
行
い
ま
す
。

第
３
号
被
保
険
者

　第
２
号
被

６
月
１
日
～
７
日
は

「
水
道
週
間
」

　水
は
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か

せ
な
い
大
切
な
資
源
で
す
。
皆

さ
ん
に
安
定
し
て
水
を
お
届
け

で
き
る
よ
う
、
市
は
地
震
に
強

い
水
道
管
へ
と
計
画
的
に
更
新

し
て
い
ま
す
。
工
事
な
ど
で
ご

迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　こ
の
水
道
週
間
を
機
に
、
改

め
て
水
の
大
切
さ
を
理
解
し
、

節
水
な
ど
で
水
の
有
効
利
用
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
水
道
課（
本
庁
舎
３
階
51
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
４
６
２
０

毎
月
の
水
道
料
金
の

　

支
払
い
は
納
期
限
ま
で

に
お
願
い
し
ま
す

　毎
月
請
求
さ
せ
て
い
た
だ
く

水
道
料
金
は
、
納
入
通
知
書
に

よ
る
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
の
お
支
払

い
、
納
入
通
知
書
の
バ
ー
コ
ー

ド
読
み
取
り
に
よ
る
ス
マ
ホ

決
済（
ペ
イ
ペ
イ
・
ラ
イ
ン
ペ

イ
・
ペ
イ
ビ
ー（
請
求
書
払
い

な
ど
））で
の
お
支
払
い
、
ま
た

各
種
お
知
ら
せ

夜
間
納
税
窓
口

と

　き

　６
月
30
日
㈮
17
時
～

19
時

と
こ
ろ

　市
役
所
本
庁
舎
１
階

16
番
窓
口

　

※
18
時
以
降
は
時
間
外
通
用
口

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ

（
ペ
イ
ペ
イ
・
ラ
イ
ン
ペ
イ
・

ペ
イ
ビ
ー
・
ゆ
う
ち
ょ
ペ
イ
）

か
ら
も
納
税
で
き
ま
す
。

※
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
は
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
納
税
で
き
ま
す
。

問
税
務
課
収
納
係（
本
庁
舎
１

階
16
番
窓
口
）

　
☎
２
２
‐
３
１
８
２

保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
て
、

年
収
１
３
０
万
円
未
満
の
20

歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者

で
す
。
加
入
手
続
は
第
２
号

被
保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由

し
て
行
い
ま
す
。

問
佐
伯
年
金
事
務
所

　☎
２
２
‐
１
９
７
０
※
音
声

案
内
に
従
い
②
を
選
択

　保
険
年
金
課 

国
民
年
金
係

（
本
庁
舎
１
階
８
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
３
１
８
７

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
予
告

　次
の
計
画（
案
）の
策
定
作
業

を
進
め
て
い
ま
す
。
準
備
が
整

い
次
第
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
実
施
し
ま
す
。

と

　き

　6
月
頃

●
佐
伯
市
文
化
財
保
存
活
用
地

域
計
画

　問
社
会
教
育
課

　
　☎

２
２
‐
４
２
３
４

と

　き

　９
月
頃

●
第
２
次
佐
伯
市
一
般
廃
棄
物

（
ご
み
）処
理
基
本
計
画

　問
清
掃
課

　
　☎

２
２
‐
３
９
８
４

　

と

　き

　10
月
頃

●
第
２
次
佐
伯
市
都
市
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン

は
口
座
振
替
の
ご
利
用
に
よ
り

納
期
限
ま
で
に
納
入
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
営
業
課（
本
庁
舎
３
階
52
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
３
１
１
９

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）伝
達
試
験

　防
災
ス
ピ
ー
カ
ー
と
防
災
・

行
政
ラ
ジ
オ
を
使
い
、
放
送
試

験
を
行
い
ま
す
。

　実
際
に
避
難
場
所
へ
避
難
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と

　き

　６
月
７
日
㈬
11
時
頃

問
防
災
危
機
管
理
課 

防
災
推

進
係（
本
庁
舎
５
階
81
番
窓
口
）

　
☎
２
２
‐
４
５
７
８

大
地
震
に
備
え
た

　
　

放
送
訓
練
を
行
い
ま
す

　防
災
ス
ピ
ー
カ
ー
と
防
災
・

行
政
ラ
ジ
オ
を
使
用
し
、
緊
急

地
震
速
報
に
よ
る
放
送
訓
練
を

行
い
ま
す
。

と

　き

　６
月
15
日
㈭
10
時
頃

訓
練
内
容

　机
の
下
に
隠
れ
る

な
ど
、
身
を
守
る
行
動
を
と

り
ま
し
ょ
う
。
実
際
に
避
難

場
所
に
避
難
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

●
佐
伯
市
立
地
適
正
化
計
画

　問
都
市
計
画
課

　
　☎

２
２
‐
３
１
１
４

と

　き

　12
月
頃

●
第
３
期
佐
伯
市
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
総
合
戦
略

　問
政
策
企
画
課

　
　☎

２
２
‐
４
１
０
４

●
佐
伯
市
高
齢
者
福
祉
計
画
第

９
期
介
護
保
険
事
業
計
画

　問
高
齢
者
福
祉
課

　
　☎

２
２
‐
３
１
１
７

と

　き

　令
和
６
年
１
月
頃

●
第
４
次
佐
伯
市
障
が
い
者
計
画

●
第
７
期
佐
伯
市
障
が
い
福
祉

計
画

●
第
３
期
佐
伯
市
障
が
い
児
福

祉
計
画

　問
障
が
い
福
祉
課

　
　☎

２
２
‐
４
５
１
４

●
第
４
期
佐
伯
市
地
域
福
祉
計
画

　問
福
祉
保
健
企
画
課

　
　☎

２
２
‐
４
６
８
４

●
第
５
次
佐
伯
市
男
女
共
同
参

画
計
画

　問
福
祉
保
健
企
画
課

　
　☎

２
２
‐
３
０
８
５

さ
い
き
プ
レ
券
の
使
用

期
限
に
ご
注
意
を
！

　使
用
期
限
を
過
ぎ
た
商
品
券

問
防
災
危
機
管
理
課 

防
災
推

進
係（
本
庁
舎
５
階
81
番
窓
口
）

　
☎
２
２
‐
４
５
７
８

命
を
守
る
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
設
置
・
点
検

し
て
い
ま
す
か
？

　住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
火

災
を
早
期
に
発
見
す
る
こ
と
が

で
き
、
住
宅
火
災
か
ら
大
切
な

命
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　平
成
23
年
６
月
１
日
か
ら
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
、
６
月
１
日
で

12
年
を
迎
え
ま
す
。

　住
宅
用
火
災
警
報
器
の
交
換

目
安
は
10
年
で
す
。
電
子
部
品

の
寿
命
や
電
池
切
れ
な
ど
で
、

火
災
を
検
知
し
な
く
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
機
器
本
体

を
取
り
換
え
ま
し
ょ
う
。

問
消
防
本
部

　☎
２
２
‐
３
３
０
１

令
和
５
年
度
か
ら
口
座
振
替

不
能
通
知
を
廃
止
し
ま
す

　令
和
５
年
度
課
税
分
か
ら
、

市
税（
市
民
税
・
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
・
軽
自
動
車
税
・

国
民
健
康
保
険
税
）の
口
座
振

は
無
効
と
な
り
ま
す
。
ど
の
よ

う
な
事
情
が
あ
っ
て
も
、
現
金

へ
の
換
金
・
返
金
な
ど
に
は
一

切
対
応
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　プ
レ
券
１
冊
の
内
容
は
Ａ
券

16
枚
、
Ｂ
券
10
枚
と
な
っ
て
お

り
、
使
用
で
き
る
店
舗
が
異
な

り
ま
す
。

　対
応
す
る
店
舗
は
、市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
配
布
し
て
い
る

「
商
品
券
登
録
取
扱

店
舗
一
覧
」チ
ラ
シ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

使
用
期
限

　７
月
17
日
㈪

問
さ
い
き
プ
レ
券
発
行
委
員
会

佐
伯
商
工
会
議
所

　☎
２
２
‐
１
５
５
０

　佐
伯
市
番
匠
商
工
会

　☎
４
６
‐
０
４
０
２

　佐
伯
市
あ
ま
べ
商
工
会

　☎
３
３
‐
０
２
１
７

Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
エ
イ
ズ
夜
間
検
査

　Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
エ
イ
ズ
の
血
液
検

査
を
夜
間
に
実
施
し
ま
す
。
梅

毒
・
Ｂ
型
肝
炎
・
Ｃ
型
肝
炎
の

検
査
も
可
能
で
す
。

と

　き

　６
月
６
日
㈫
17
時
～

19
時

　※
受
付
は
18
時
30
分
ま
で

替
が
残
高
不
足
な
ど
で
不
能
で

あ
っ
た
場
合
に
発
送
し
て
い
た

『
口
座
振
替
不
能
通
知
書
』を
廃

止
し
ま
す
。

　口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
る

人
は
、
振
替
日
の
前
日
ま
で
に

預
貯
金
通
帳
の
残
高
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　口
座
振
替
が
不
能
と
な
っ
た

場
合
は
、
納
期
限
経
過
か
ら
約

20
日
後
に
納
付
書
兼
用
の
督
促

状
を
送
付
し
ま
す
。

　な
お
、
督
促
状
送
付
の
数
日

前
ま
で
に
税
務
課
に
ご
連
絡
を

い
た
だ
け
れ
ば
納
付
書
を
送
付

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ

　南
部
保
健
所

料

　金

　無
料

※
完
全
予
約
制
、
匿
名
可
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳
守
し
ま
す
。

ご
案
内

　南
部
保
健
所
で
は
、

毎
月
２
回（
第
１
・
３
火
曜

の
9
時
～
11
時
30
分
）完
全

予
約
制
で
検
査
を
実
施
。

問
南
部
保
健
所
地
域
保
健
課

　☎
２
２
‐
０
５
６
２

指
定
ご
み
袋
に
広
告
を

載
せ
て
み
ま
せ
ん
か

募
集
期
間

　６
月
８
日
㈭
～
26

日
㈪

募
集
枠
数

　

　①
燃
え
る
ご
み
用
袋

　４
枠

　②
燃
え
な
い
ご
み
用
・
分
別

　
　用

袋

　２
枠

　（
申
込
多
数
の
場
合
は
金
額

が
高
い
順
番
に
決
定
）

最
低
掲
載
料

　１
枠
当
た
り

　①
20
万
円
～

　②
５
万
円
～

活
用
方
法

　集
積
所
の
整
備
補

助
金
な
ど
で
有
効
活
用
し
ま

す
。

※
そ
の
ほ
か
、
詳
し
い
内
容
に

つ
い
て
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
清
掃
課 

庶
務
係

　☎
２
２
‐
３
９
８
４

����������

く ら し

の

情 報
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都
市
計
画
道
路
の
事
業
計
画

の
変
更
認
可
の
お
知
ら
せ

　佐
伯
都
市
計
画
道
路
事
業

３
・
６
・
14
号
馬
場
常
盤
線
の

事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認

可
さ
れ
た
の
で
、
事
業
地
を
表

示
す
る
図
面
な
ど
の
縦
覧
を
行

い
ま
す
。

縦
覧
期
間

　公
告
の
日
か
ら
令

和
10
年
３
月
31
日
ま
で

縦
覧
場
所

　都
市
計
画
課（
市

役
所
本
庁
舎
４
階
）

問
都
市
計
画
課 

街
路
・
公
園
係

（
本
庁
舎
4
階
73
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
３
２
６
９

令
和
５
年
度
各
種
税
金

（
保
険
料
）の
通
知
書
を

　

発
送
し
ま
す

　左
記
の
日
程
で
税
金（
保
険

料
）の
通
知
書
を
発
送
い
た
し

ま
す
。
各
通
知
書
の
内
容
に
つ

い
て
ご
不
明
な
点
は
そ
れ
ぞ
れ

の
担
当
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
市
県
民
税

　発
送
予
定
日

　６
月
２
日
㈮

　封
筒
の
色

　青
色

　問
税
務
課 

市
民
税
係（
本
庁

舎
1
階
12
番
窓
口
）

募

　
　

集

第
２
回
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ

さ
い
き「
二は

た

ち
十
歳
の
つ
ど
い
」 

実
行
委
員
募
集

対

　象

　

①
平
成
15
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
17
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の

人（
今
年
度
ま
た
は
来
年
度

の
式
典
対
象
者
）

　②
佐
伯
市
内
の
高
校
に
通
う

生
徒

活
動
内
容

・
式
典
後
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

の
企
画

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成

・
当
日
の
運
営
ス
タ
ッ
フ

な
ど

活
動
期
間

　７
月
～
令
和
６
年

１
月（
予
定
）

活
動
場
所

　ま
な
美
、
さ
い
き

城
山
桜
ホ
ー
ル

　ほ
か

※
リ
モ
ー
ト
で
の
参
加
も
可
で

す
。

募
集
締
切

　６
月
30
日
㈮

申
込
方
法

　二
次
元
コ
ー
ド
を

　読
み
込
み
、フ
ォ
ー

ム
に
入
力
し
て
申

込
く
だ
さ
い
。

問
社
会
教
育
課 

生
涯
学
習
推
進

　
　

☎
２
２
‐
３
１
１
５

●
国
民
健
康
保
険
税

　発
送
予
定
日

　６
月
13
日
㈫

　封
筒
の
色

　オ
レ
ン
ジ
色

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　発
送
予
定
日

　７
月
中
旬

　封
筒
の
色

　緑
色 

　問
保
険
年
金
課 

国
民
健
康
保

険
係（
本
庁
舎
1
階
9
番
窓
口
）

　
　

☎
２
２
‐
３
１
９
９

●
介
護
保
険
料

　発
送
予
定
日

　６
月
13
日
㈫

　封
筒
の
色

　ね
ず
み
色

　問
高
齢
者
福
祉
課 

介
護
保
険

係（
本
庁
舎
1
階
10
番
窓
口
）

　
　

☎
２
２
‐
３
１
1
７

問
税
務
課 
収
納
係（
本
庁
舎
1

階
16
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
３
１
８
２

間
越
来
だ
ん
せ
へ
市

　そ
の
日
の
う
ち
に
水
揚
げ
さ

れ
た
旬
の
魚
が
勢
ぞ
ろ
い
！

活
魚
の
せ
り
、
鮮
魚
販
売
、
加

工
品
販
売
な
ど
を
行
い
ま
す
。

と

　き

　6
月
18
日
㈰
8
時
30

分
～
魚
が
な
く
な
る
ま
で

と
こ
ろ

　佐
伯
市
米
水
津
間
越

　

海
辺
の
村
交
流
館

問
間
越
来
だ
ん
せ
へ
市
実
行
委

員
会
・
戸
髙

係（
ま
な
美
１
階
）

　☎
２
２
‐
３
２
４
５

「
夜
間
中
学
模
擬
教
室（
体

験
説
明
会
）」参
加
者
募
集

と

　き

　

●
夏
期

　７
月
27
日
㈭
～
28
日
㈮

●
秋
期

　10
月
３
日
㈫
～
４
日
㈬

と
こ
ろ

　佐
伯
教
育
事
務
所

（
大
分
県
佐
伯
総
合
庁
舎
）ほ

か
県
内
５
会
場

内

　容

　教
科
の
授
業（
中
学

１
年
生
程
度
）な
ど

対

　象

①
県
内
在
住
で
年
齢
が
満
16
歳

以
上
の
人

②
外
国
籍
の
人
で
義
務
教
育
を

修
了
し
て
い
な
い

人
料

　金

　無
料

問
大
分
県
教
育
庁
義
務
教
育
課

　☎
０
９
７
‐
５
０
６
‐
5
５
１
２

　☎
０
９
０
‐
８
２
２
０
‐
１
８
９
２

小
・
中
・
高
等
学
校
教
科

書
の
展
示
会
を
行
い
ま
す

　文
部
科
学
省
の
検
定
を
通
過

し
、
令
和
６
年
度
以
降
に
市
内

小
学
校
で
使
用
す
る
教
科
書

の
見
本
、
及
び
令
和

５
年
度
に
使
用
す
る

中
・
高
等
学
校
教
科

書
の
見
本
展
示
会
を

開
催
し
ま
す
。

●
大
分
県
佐
伯
総
合
庁
舎
４
階

　

視
聴
覚
室

と

　き

　６
月
14
日
㈬
～
27
日

㈫
９
時
～
17
時
※
土
・
日
を

除
く

●
弥
生
地
区
公
民
館

と

　き

　６
月
14
日
㈬
～
27
日

㈫
９
時
～
17
時
※
初
日
は
12

時
か
ら
、
最
終
日
は
12
時
ま

で
●
ま
な
美

と

　き

　６
月
19
日
㈪
～
30
日

㈮
８
時
30
分
～
17
時
※
土
・

日
を
除
く

●
鶴
見
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

と

　き

　６
月
28
日
㈬
～
７
月

11
日
㈫
９
時
～
17
時
※
最
終

日
は
12
時
ま
で

※
弥
生
地
区
公
民
館
・
ま
な
美
・

鶴
見
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
は
、
小
学
校
の
教
科

書
の
み
の
展
示
と
な
り
ま
す
。

問
佐
伯
地
区
教
科
用
図
書
採
択

協
議
会
事
務
局（
学
校
教
育

課
内
）

　☎
２
２
‐
４
６
７
０

軽
Ｊジ

ェ
ン
ク
ス

Ｎ
Ｋ
Ｓ
導
入
に
伴
い
、

軽
自
動
車
税「
車
検
用
納
税
証

明
書
」発
送
を
廃
止
し
ま
す

　軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
は
、
市
区
町
村

が
賦
課
徴
収
す
る
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）の
車
両
ご
と
の
納
付

状
況
を
、
軽
自
動
車
検
査
協
会

が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
確
認
で
き
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。

　こ
れ
ま
で
、
軽
自
動
車
の
車

検
の
際
、
継
続
検
査
窓
口
に
提

出
し
て
い
た
軽
自
動
車
税
の

「
車
検
用
納
税
証
明
書
」が
令
和

５
年
１
月
よ
り
導
入
さ
れ
た
軽

Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
に
よ
り
原
則
不
要
と

な
っ
た
た
め
、
今
年
度
か
ら
口

座
振
替
で
納
税
さ
れ
た
人
に
対

し
て
の
発
送
を
廃
止
し
ま
す
。

　詳
し
い
内
容
に
つ

い
て
は
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

問
税
務
課 

債
権
管
理
係（
本
庁

舎
1
階
15
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
４
５
０
４

道
路
・
河
川
に
関
す
る
質
問
に

Ａ
Ｉ
さ
く
ら
さ
ん
が
お
答
え

し
ま
す

　国
土
交
通
省
佐
伯
河
川
国
道

事
務
所
で
は
、
住
民
か
ら
の
道

路
、
河
川
に
関
す
る
質
問
に
Ａ

Ｉ（
人
工
知
能
）が
回
答
・
案
内

す
る
シ
ス
テ
ム
の
実
証
実
験
を

行
っ
て
い
ま
す
。

設
置
期
間

　令
和
６
年
１
月
31

日
㈬
ま
で

と
こ
ろ

　国
土
交
通
省
佐
伯
出

張
所（
弥
生
大
字
井
崎
）

※
佐
伯
河
川
国
道
事
務
所
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
道
路

情
報
の
案
内
を
行

う
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ

ト
も
導
入
し
ま
し

た
。

問
佐
伯
河
川
国
道
事
務
所

　☎
２
２
‐
１
８
８
０

AIさくらさん
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都
市
計
画
道
路
の
事
業
計
画

の
変
更
認
可
の
お
知
ら
せ

　佐
伯
都
市
計
画
道
路
事
業

３
・
６
・
14
号
馬
場
常
盤
線
の

事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認

可
さ
れ
た
の
で
、
事
業
地
を
表

示
す
る
図
面
な
ど
の
縦
覧
を
行

い
ま
す
。

縦
覧
期
間

　公
告
の
日
か
ら
令

和
10
年
３
月
31
日
ま
で

縦
覧
場
所

　都
市
計
画
課（
市

役
所
本
庁
舎
４
階
）

問
都
市
計
画
課 

街
路
・
公
園
係

（
本
庁
舎
4
階
73
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
３
２
６
９

令
和
５
年
度
各
種
税
金

（
保
険
料
）の
通
知
書
を

　

発
送
し
ま
す

　左
記
の
日
程
で
税
金（
保
険

料
）の
通
知
書
を
発
送
い
た
し

ま
す
。
各
通
知
書
の
内
容
に
つ

い
て
ご
不
明
な
点
は
そ
れ
ぞ
れ

の
担
当
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
市
県
民
税

　発
送
予
定
日

　６
月
２
日
㈮

　封
筒
の
色

　青
色

　問
税
務
課 

市
民
税
係（
本
庁

舎
1
階
12
番
窓
口
）

募

　
　

集

第
２
回
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ

さ
い
き「
二は

た

ち
十
歳
の
つ
ど
い
」 

実
行
委
員
募
集

対

　象

　

①
平
成
15
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
17
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の

人（
今
年
度
ま
た
は
来
年
度

の
式
典
対
象
者
）

　②
佐
伯
市
内
の
高
校
に
通
う

生
徒

活
動
内
容

・
式
典
後
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

の
企
画

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成

・
当
日
の
運
営
ス
タ
ッ
フ

な
ど

活
動
期
間

　７
月
～
令
和
６
年

１
月（
予
定
）

活
動
場
所

　ま
な
美
、
さ
い
き

城
山
桜
ホ
ー
ル

　ほ
か

※
リ
モ
ー
ト
で
の
参
加
も
可
で

す
。

募
集
締
切

　６
月
30
日
㈮

申
込
方
法

　二
次
元
コ
ー
ド
を

　読
み
込
み
、フ
ォ
ー

ム
に
入
力
し
て
申

込
く
だ
さ
い
。

問
社
会
教
育
課 

生
涯
学
習
推
進

　
　

☎
２
２
‐
３
１
１
５

●
国
民
健
康
保
険
税

　発
送
予
定
日

　６
月
13
日
㈫

　封
筒
の
色

　オ
レ
ン
ジ
色

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　発
送
予
定
日

　７
月
中
旬

　封
筒
の
色

　緑
色 

　問
保
険
年
金
課 

国
民
健
康
保

険
係（
本
庁
舎
1
階
9
番
窓
口
）

　
　

☎
２
２
‐
３
１
９
９

●
介
護
保
険
料

　発
送
予
定
日

　６
月
13
日
㈫

　封
筒
の
色

　ね
ず
み
色

　問
高
齢
者
福
祉
課 

介
護
保
険

係（
本
庁
舎
1
階
10
番
窓
口
）

　
　

☎
２
２
‐
３
１
1
７

問
税
務
課 
収
納
係（
本
庁
舎
1

階
16
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
３
１
８
２

間
越
来
だ
ん
せ
へ
市

　そ
の
日
の
う
ち
に
水
揚
げ
さ

れ
た
旬
の
魚
が
勢
ぞ
ろ
い
！

活
魚
の
せ
り
、
鮮
魚
販
売
、
加

工
品
販
売
な
ど
を
行
い
ま
す
。

と

　き

　6
月
18
日
㈰
8
時
30

分
～
魚
が
な
く
な
る
ま
で

と
こ
ろ

　佐
伯
市
米
水
津
間
越

　

海
辺
の
村
交
流
館

問
間
越
来
だ
ん
せ
へ
市
実
行
委

員
会
・
戸
髙

係（
ま
な
美
１
階
）

　☎
２
２
‐
３
２
４
５

「
夜
間
中
学
模
擬
教
室（
体

験
説
明
会
）」参
加
者
募
集

と

　き

　

●
夏
期

　７
月
27
日
㈭
～
28
日
㈮

●
秋
期

　10
月
３
日
㈫
～
４
日
㈬

と
こ
ろ

　佐
伯
教
育
事
務
所

（
大
分
県
佐
伯
総
合
庁
舎
）ほ

か
県
内
５
会
場

内

　容

　教
科
の
授
業（
中
学

１
年
生
程
度
）な
ど

対

　象

①
県
内
在
住
で
年
齢
が
満
16
歳

以
上
の
人

②
外
国
籍
の
人
で
義
務
教
育
を

修
了
し
て
い
な
い

人
料

　金

　無
料

問
大
分
県
教
育
庁
義
務
教
育
課

　☎
０
９
７
‐
５
０
６
‐
5
５
１
２

　☎
０
９
０
‐
８
２
２
０
‐
１
８
９
２

小
・
中
・
高
等
学
校
教
科

書
の
展
示
会
を
行
い
ま
す

　文
部
科
学
省
の
検
定
を
通
過

し
、
令
和
６
年
度
以
降
に
市
内

小
学
校
で
使
用
す
る
教
科
書

の
見
本
、
及
び
令
和

５
年
度
に
使
用
す
る

中
・
高
等
学
校
教
科

書
の
見
本
展
示
会
を

開
催
し
ま
す
。

●
大
分
県
佐
伯
総
合
庁
舎
４
階

　

視
聴
覚
室

と

　き

　６
月
14
日
㈬
～
27
日

㈫
９
時
～
17
時
※
土
・
日
を

除
く

●
弥
生
地
区
公
民
館

と

　き

　６
月
14
日
㈬
～
27
日

㈫
９
時
～
17
時
※
初
日
は
12

時
か
ら
、
最
終
日
は
12
時
ま

で
●
ま
な
美

と

　き

　６
月
19
日
㈪
～
30
日

㈮
８
時
30
分
～
17
時
※
土
・

日
を
除
く

●
鶴
見
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

と

　き

　６
月
28
日
㈬
～
７
月

11
日
㈫
９
時
～
17
時
※
最
終

日
は
12
時
ま
で

※
弥
生
地
区
公
民
館
・
ま
な
美
・

鶴
見
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
は
、
小
学
校
の
教
科

書
の
み
の
展
示
と
な
り
ま
す
。

問
佐
伯
地
区
教
科
用
図
書
採
択

協
議
会
事
務
局（
学
校
教
育

課
内
）

　☎
２
２
‐
４
６
７
０

軽
Ｊジ

ェ
ン
ク
ス

Ｎ
Ｋ
Ｓ
導
入
に
伴
い
、

軽
自
動
車
税「
車
検
用
納
税
証

明
書
」発
送
を
廃
止
し
ま
す

　軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
は
、
市
区
町
村

が
賦
課
徴
収
す
る
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）の
車
両
ご
と
の
納
付

状
況
を
、
軽
自
動
車
検
査
協
会

が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
確
認
で
き
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。

　こ
れ
ま
で
、
軽
自
動
車
の
車

検
の
際
、
継
続
検
査
窓
口
に
提

出
し
て
い
た
軽
自
動
車
税
の

「
車
検
用
納
税
証
明
書
」が
令
和

５
年
１
月
よ
り
導
入
さ
れ
た
軽

Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
に
よ
り
原
則
不
要
と

な
っ
た
た
め
、
今
年
度
か
ら
口

座
振
替
で
納
税
さ
れ
た
人
に
対

し
て
の
発
送
を
廃
止
し
ま
す
。

　詳
し
い
内
容
に
つ

い
て
は
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

問
税
務
課 

債
権
管
理
係（
本
庁

舎
1
階
15
番
窓
口
）

　☎
２
２
‐
４
５
０
４

道
路
・
河
川
に
関
す
る
質
問
に

Ａ
Ｉ
さ
く
ら
さ
ん
が
お
答
え

し
ま
す

　国
土
交
通
省
佐
伯
河
川
国
道

事
務
所
で
は
、
住
民
か
ら
の
道

路
、
河
川
に
関
す
る
質
問
に
Ａ

Ｉ（
人
工
知
能
）が
回
答
・
案
内

す
る
シ
ス
テ
ム
の
実
証
実
験
を

行
っ
て
い
ま
す
。

設
置
期
間

　令
和
６
年
１
月
31

日
㈬
ま
で

と
こ
ろ

　国
土
交
通
省
佐
伯
出

張
所（
弥
生
大
字
井
崎
）

※
佐
伯
河
川
国
道
事
務
所
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
道
路

情
報
の
案
内
を
行

う
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ

ト
も
導
入
し
ま
し

た
。

問
佐
伯
河
川
国
道
事
務
所

　☎
２
２
‐
１
８
８
０

AIさくらさん
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